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１ 計画の概要 

 

 

１．１ 計画の基本目標とまちの姿 

１．２ 計画の体系 

１．３ 計画の数値目標 
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本計画の基本目標は「明るい循環型都市・京都の実現」であり，これは「環境（Ecology）」「経済

（Economy）」「エネルギー（Energy）」「精神・気風（Ethos）」「教育（Education）」「参加・活動

（Empowerment）」の 6 つの「Ｅ」で表されます。また，この基本目標が達成されたまちの姿は，3 つの

側面から表現されます。 

教育（Education）

■市民が環境について

学ぶ機会の拡大 

■子どもたちに対する

環境教育の充実 

参加・活動 

（Empowerment）

■市民・事業者のごみ減

量・リサイクル活動へ

の主体的参画と協働

■「活動力」と「連携」

の強化 

精神・気風（Ethos）

■ 京 都 な ら で は の 精

神・習慣の維持・発展

エネルギー（Energy） 

■ごみからの最大限の

エネルギー回収 

経済（Economy） 

■経済活動と環境負荷

軽減の両立 

■エコビジネスの普及

環境（Ecology） 

■ 環 境 配 慮 型 経 済 活

動・消費活動の実践 

■資源の循環 

■安全・安心な廃棄物管

理システムの確立 

◎市民・事業者自らの主体的参加と選択のもとに形成された「満足度」の高いまち

◎環境への負荷が軽減された「安全・安心度」の高いまち 

◎機能を重視したエコビジネスが元気な「活力」のあるまち 

到達点でのまちの姿 

１．１ 計画の基本目標とまちの姿 
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１．２ 計画の体系 

大 

明るい循環型都市

京 都 

なみ

施  策  の  三  本  柱
（行政の重点施策）

市民・事業者の主体的参画

市民の
取組

事業者
の取組

環境負荷が軽減
された社会の構築

２１世紀型循環
ビジネスの創成

○ごみの排出者の一人として
　の責任の自覚と行動
○豊かさを「もの」の量より
　生活の質に求めるライフス
　タイルへの変換

○環境にやさしいビジネス
　スタイルの実践
○排出者責任や拡大生産者責
　任を踏まえた,ごみ等の適正
　なリサイクルや処理の取組

ご は し

み
は
宝
物
の
「
意
識
」

ん
な
で
門
掃
の
「
習
慣
」

る
か
未
来
の
子
供
た
ち

　
　
　

へ
の
「
配
慮
」

ん
と
も
っ
た
い
な
い
の

　
　
　
　
　

「
気
持
」

ま
つ(

始
末)

の
「
精
神
」

５つの行動指針

　

　
　

配　慮　視　点

ライフスタイル
の変化への配慮

地球温暖化防止
対策との連携

ごみ処理における
「安全・安心」の確保

安全・安心な
暮らし

○行動計画（アクションプラン）の策定

○計画の進捗管理体制の確立

○廃棄物に関する調査研究の充実

～計画の進捗管理～

上流対策

○２Ｒ型エコタ

　ウンの構築

○ごみ減量推進

　会議の取組促

　進

○環境教育の充

　実・環境学習

　機会の拡大

○グリーンペー

　ジ（総合環境

 　情報誌）の　

　作成

○事業系ごみに

　関する制度の

　見直しと管理

　指導体制の強

　化

○缶・びん・

　ペットボトル

　の分別収集の

　あり方の検討

○その他プラス

　チック製容器

　包装分別収集

　の全市拡大

○透明指定袋制

　の導入による

　適正排出・分

　別排出の促進

○新しい集団回

　収の取組（コ

　ミュニティ回

　収制度）の普

　及・促進

○有害物・危険

　物の管理シス

　テムの検討

分別･ﾘｻｲｸﾙ
対策

適正処理対策

○廃棄物管理シ

　ステムの整備

　計画の推進

○LCAを活用し

　た廃棄物管理

　システムの選

　択

○地域における

　環境学習の場

　としての施設

　整備の推進

○バイオマス利

　活用に向けた

　取組の推進

まちの活性化
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（１）物質循環フローに関する目標 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ごみの発生から処理までの目標 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（最終処分量：直接埋立量＋焼却残灰埋立量） 

処理処分量

 763,247ｔ 処理処分量

574,400ｔ

処理処分量

598,000ｔ

再生利用量②　95,010ｔ

再生利用量② 147,100ｔ 再生利用量②　161,100ｔ

再生利用量①　  68,000ｔ再生利用量①　 65,600ｔ

発生抑制量

97,600ｔ
発生抑制量

115,300ｔ

0

500,000

1,000,000

平成13年度 平成22年度 平成27年度

トン

１．３ 計画の数値目標 

            平成 12 年度         平成 22 年度        平成 27 年度 

 

     
 

※ 資源生産性：市内総生産÷天然資源等投入量 

（いかに少ない天然資源等投入量で“ものやサービス”を生み出すことができるかを示す。 

西陣織や清水焼など，付加価値の高い製品が多い京都らしい指標である。） 

総
排
出
量 

－ 67％削減 69％削減 最終処分量削減率 

総排出量削減率 

再生利用率  

処理処分量削減率 

－ 5.5%削減

25％ 11％ 27％ 

－ 22％削減 25％削減 

6.4％削減 

総 排 出 量： 処理処分量 ＋ 再生利用量① ＋ 再生利用量② 

再生利用量①： 産廃リサイクル量（14 年 7 月から建設廃材等の民間誘導を行っています。） 

再生利用量②： 市及び市民・事業者によるリサイクル量（量の把握が可能なもの） 

 

再 生 利 用 率： 

  

処 理 処 分 量： 焼却量 ＋ 直接埋立量 

再生利用量② ＋ 溶融スラグ等利用量 

再生利用量② ＋ 処 理 処 分 量 

最終処分量

155,644ｔ
最終処分量

51,600ｔ
最終処分量

49,100ｔ

溶融スラ グ等利用量

35,000ｔ

溶融スラ グ等利用量

36,400ｔ

0

100,000

200,000

平成13年度 平成22年度 平成27年度

（基準年度） （中間目標年度） （目標年度） 

（基準年度） （中間目標年度） （目標年度） 

40 万円／ｔ 53 万円／ｔ 60 万円／ｔ 

（中間目標年度） （目標年度） 

資源生産性 

(t)

(t)

※ 溶融スラグについては 69

ページ参照 
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（３）市民・事業者及び市の取組に関する目標 

  本計画では，ごみの発生から処理に至るまでの数値目標のほか，上流対策の進展の度合いにつ

いての目標など，市民・事業者・行政の取組に関する数値目標を以下のとおり設定します。 

  なお，これらの目標を設定する最も重要な意義は，単に目標を達成することではなく，目標を

設定することにより，これに向かって市民・事業者・行政が主体的に取組を進めていく契機づく

りにあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 13年度      22年度      27年度単 位

20,000 人 1,500 人
（14 年度） 30,000 人

（ごみ減量に関する学習

講座等への参加者数）
ア 環境学習機会の拡大 

①環境に配慮した生活様式や事業活動に関する目標 

6,000 世帯 1,619 世帯 8,500 世帯（通算利用世帯数） イ 環境家計簿の普及拡大 

850 事業所 45 事業所 1,300 事業所（市内の取得事業所数）

11 万世帯 ３万世帯 15 万世帯（利用世帯数）

７万世帯 ３万世帯 ９万世帯 （レンタル利用世帯数）

21 万世帯 15 万世帯 25 万世帯（修理システム 
利用世帯数） 

17％ ５％ 25％ （購入基準を設定して 
いる事業所数の割合）

今後さらに向上 1,700 億円
（12 年度）（市場規模）

キ 循環型社会ビジネスの 
規模の拡大 

５千トン
13 年度から 

10％削減 
13 年度から

20％削減 

1.2 千トン 13 年度から 
25％削減 

13 年度から

35％削減

②ごみ減量化への取組に関する目標 

指 標 13年度      22年度      27年度単 位

 
ア 手付かず食品の排出削減

13 年度から 
12％削減 17 千トン

13 年度から

20％削減（市収集への排出量削減率）

13 年度から 
48％削減 

13 千トン
13 年度から

55％削減
（事業所の排出量削減率）

 
イ 食べ残し・調理くずの 

排出削減 

13 年度から 
11％削減 97 千トン

13 年度から

15%削減（市収集への排出量削減率）

13 年度から 
50％削減 56 千トン

13 年度から

55％削減
（事業所の排出量削減率）

ウ スーパーの手提げ袋の排出削減 （市収集への排出量削減率）

エ トレイの排出削減 （市収集への排出量削減率）

ウ KES 認証取得事業所の拡大 

エ フリーマーケット・リサイ 
クルショップの利用拡大 

 
オ リース・レンタル商品や 

修理システムの利用拡大 

カ 事業所でのグリーン購入

の促進 
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③適正処理等に関する目標 

指 標 13年度      22年度      27年度単 位

ア 地球温暖化防止 13 年度から 
21％削減 

20.6 万 
t-ＣＯ2/年

13 年度から

22％削減（温室効果ガス削減率） 

 
 
 
ウ ごみ中に含まれる重金属

類の排出抑制等 

13 年度から 
40％削減 0.04ｔ/年 13 年度から

50%削減
（Hg(水銀)削減率）

13 年度から 
45％削減 0.02ｔ/年 13 年度から

50％削減
（Cd(カドミウム)削減率）

エ まちの美化の推進 60％ ほとんどの人が「満足」と回答 （入洛客満足度） 

イ ごみ処理時に発生する 
ダイオキシン類の抑制 

13 年度から 
95％削減 

14.8 
g-TEQ/年

13 年度から

96％削減（ダイオキシン類削減率）

13 年度から 
90％削減 1.30ｔ/年 13 年度から

95％削減
（Pb(鉛)削減率）

13 年度から 
55％削減 1.10ｔ/年 13 年度から

60％削減（Zn（亜鉛）削減率）

これらの目標については，定期的に進捗状況を確認し，進捗の程度に応じて施策の充実・強化に

向けた取組を進めます。 

なお，これらの目標を達成するための具体的な取組内容については，平成 16 年度に策定する予定

の行動計画（アクションプラン）の中で明らかにしていきます。 

キ 事業所での紙類の排出削減

指 標 13年度      22年度      27年度単 位

ク 事業所での紙類の再資源

化促進 

オ リターナブル容器の普及 15％ 21％ 25％ （商品選択率）

25％ 37％ 45％ （発生抑制をいつも実行 
している事業所の割合） 

カ 缶・びん・ペットボトル

分別の徹底 
60％ 70％以上に向上 （分別収集への協力率） 

41％ 35％ 45％ （事業系古紙の分別協力率）

コ 拠点回収の促進 35％ 41％ 45％ （参加率） 

サ 廃食用油の回収促進 693 拠点 1,500 拠点 2,000 拠点以上（回収拠点数） 

シ 事業所でのごみ分別の徹底 50％ 60％ 65％ （分別排出実施率） 

41％ 35％ 45％ （家庭系古紙の分別協力率）ケ 集団回収の促進 




